
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
九
十
三
号 

 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
及
び
役
員
名
簿
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二

月
間
、
県
民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て

備
え
置
く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
（h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
s
a
i
t
a
m
a
k
e
n
-
n
p
o
.
n
e
t
/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
九
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
七
年
九
月
十
五
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
オ
レ
ン
ジ
研
究
所 

三 

代
表
者
の
氏
名 

関 

本 

正 

子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

（
変
更
前
）
京
都
府
京
都
市
北
区
小
山
下
内
河
原
町
百
八
番
地 

株
式
会
社
銀
座
屋
二
階 

（
変
更
後
）
埼
玉
県
坂
戸
市
日
の
出
町
三
千
九
百
七
十
五
番
地
二
の
八
百
五 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
社
会
的
弱
者
が
様
々
な
情
報
に
取
り
残
さ
れ
る
こ
と
な
く
安
心
し
て
生
活
で

き
る
環
境
を
整
え
る
た
め
に
当
事
者
お
よ
び
そ
の
支
援
者
に
各
種
情
報
の
提
供
、
支
援
技
術
の

付
与
お
よ
び

I
C
T

の
よ
う
な
技
術
の
教
育
を
行
う
と
同
時
に
、
社
会
的
弱
者
に
対
す
る
支
援
の

質
の
向
上
と
高
度
な
専
門
性
を
有
す
る
支
援
者
の
増
加
に
研
究
活
動
を
通
じ
て
貢
献
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。 


